
 

 

 
 

１１月 「彩の国教育の日」・・・ 

           校長  石塚  昌夫  

◆ 立冬も間近、秋の深まりとともに、朝晩は冷え込 

む日も多くなってきました。寒暖差が大きい季節の 

変わり目は、風邪もひきやすいため、子供たちのみ 

ならず、保護者・地域の皆様も、ご自愛いただけれ 

ばと存じます。 

◆ さて、埼玉県では、県民の皆様に教育に関する理 

 解を深めていただくため、平成１５年度から１１月 

 １日を「彩の国教育の日」、１１月１日から７日まで 

を「彩の国教育週間」としております。この教育週 

間を中心として、学校をはじめ、県や市町村、社会 

教育施設、各種団体では、学校公開や親子向け体験教室などの事業を多数実施してきました。近年、新型 

コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、多くの事業が自粛されていましたが、昨年度から、行われる 

事業も増えてきました。「県民の日」のイベントも含め、「自然」「人」「本」「家族」「地域」との「５つの 

ふれあい」をはじめ、体験活動等をとおして、子供たちが、豊かな心を醸成する機会への参加に恵まれれ 

ば、幸いと考えています。本年度、本校でも、教育週間の取組の一環として、先週の土曜日に「音楽のひ

ろば」と銘打っている西小音楽会を公開させていただきました。やむを得ず、入場者数の制限があり、恐

縮ではございましたが、ご家族の皆様には子供たちの演奏を鑑賞くださり、誠にありがとうございました。 

 １０月は、音楽会だけでなく、交通安全教室（４年生は、市内の自動車会社が行う教室にも参加してきま 

した。）、１年生の公園探検、３年生のスーパーマーケット見学、４年生の利根大堰等への社会科見学、６ 

年生の市陸上競技大会への参加、日光への修学旅行、特別支援学級２２校のなかよし交流会等々を円滑に 

実施することができ、体験活動も目白押しとなりました。 

◆ １１月は、埼玉県の「いじめ撲滅強調月間」ですが、全国では「児童虐待防止推進月間」にもなってい 

ます。児童虐待には、身体的虐待（殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、 

溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する等）、性的虐待（子供への性的行為、性的行為を 

見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする等）、ネグレクト（家に閉じ込める、 

食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない 

等）、心理的虐待（言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して 

暴力をふるう、きょうだいに虐待行為を行う等）があります。しつけと称した暴力を受けた末、命を落と 

す子供も後を絶たないため、親の体罰も法律で禁止されています。「言葉で注意したが、言うことを聞か 

ないので、頬を叩いた」とか「宿題をしないので、夕ご飯を与えなかった」という行為は、体罰に相当し 

ます。また、「冗談でも、『おまえなんか生まれてこなければよかった』と言うなど、子供の存在を否定す 

る」「やる気を出させるため、きょうだいを引き合いに出してけなす」等も、子供を傷つける行為となり 

ます。子育てを担うことは大変なことですが、悩みを周囲に相談しながら、安心感や信頼感、温かな関係 

で、心地よい親子関係を築いていってもらいたいと願っています。 

◆ 話は変わりますが、学校における働き方改革を推進するため、１学期は、職員の勤務時間外における学 

 校への電話は、留守番電話で対応させていただくことにし、家庭への配布物をはじめ、可能なものは電子 

 化させていただくことにいたしました。また、働き方改革とは別に、ご家庭の負担軽減を図るため、２学 

 期から、教材費の分割納入と宿泊学習等の少額積立方式を導入しております。ご協力いただいております 

ことに、感謝を申し上げます。今後でございますが、２学期後半以降に、小中一貫教育の取組として、西 

中学校定期テストの勉強期間に合わせ、小学生も家庭学習に取り組む習慣を身に付けるため、「家庭学習 

強化週間」の設定を実施してまいります。さらに、２学期の通知表の総合所見欄は、個人面談でお話をす 

ることと重複することが多いため、割愛させていただく予定です。この他にも、文部科学省の学校評価ガ 

イドラインに沿った学校評価の改善や、中学校への滑らかな接続を考慮し、４年生以上の下校班の廃止を 

検討しております。２学期も後半へと、突入してまいりますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

       コミュニティ・スクール 「素直で 明るく かしこい 西小っ子」の育成 
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埼玉県マスコット「コバトン」 

 

 

 
 

○１１月は「いじめ撲滅強調月間」 
１１月は「いじめ撲滅強調月間」です。いじめられた子供には 

心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。埼

玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」とし、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。いじめを受けてい

たり、いじめに気が付いたりしたら、一人で悩まず、学校や相談・通報窓口に連絡してください。 

○個人面談について 
日程の調整等、ありがとうございました。面談時に、「埼玉県学力・学習状況調査」（４～6年）、「全国学

力・学習状況調査」（６年）、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート hyper-ＱＵ」（３～６年）の結

果を返却いたします。 

 

 

 
○運動会 
 
 
 
 
 
○４年社会科見学  

  
 

 
 
                      
 
○３年スーパー見学         ○１年生活科校外学習  
 

 
 

  
 
 
○なかよし交流会 

 
  
  
 
 
 
 
○上尾市小学校陸上競技大会       ○６年修学旅行 
 
 

 
  

お知らせ 

 １０月６日（金）に、４年生が社会科見学に出
かけました。利根大堰や、武州中島紺屋資料館、
さきたま古墳公園を見学し、水道水や農業用水、
伝統工芸や６年生で習う古墳について、実際に見
て学ぶことができました。 

９・10 月の教育活動 

１０月１９日（木）に、
６年生が上尾市小学校陸上
競技大会に参加しました。 
競技場に集まって開催さ

れるのは、４年ぶりとなり
ます。学校の代表として、
堂々とした活躍ぶりでした。 

 ９月３０日（土）、４年ぶりに全校児童が一堂に会して運動会が
開催されました。保護者の皆様の応援のおかげで、子供たち一人一
人が練習の成果を発揮し、精一杯の演技をすることができました。
大きな温かい拍手、ありがとうございました。 

１０月１１日（水）に、 
１年生が生活科見学に出か 
けました。 
学区の公園で、「秋」 

さがしをしました。 

１０月１３日（金）に、わかば学
級が市民体育館で行われた「なかよ
し交流会」に参加してきました。 
西小学校は、会場係として、椅子

の準備・片付けや、窓の開け閉めを
責任をもって行いました。 
 

１０月１０日（火）に、
３年生が学区のスーパーマ
ーケットを見学させていた
だきました。店舗の皆様、
ありがとうございました。 

１０月２５日（水）、
２６日（木）で、日光に
修学旅行に行きました。   
世界遺産の見聞を深め

た他、紅葉真っ盛りの自
然を満喫してきました。 


